
社 会 福 祉 法 人 白 石 市 社 会 福 祉 協 議 会 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 運 営 規 程  
 
 （ 事 業 の 目 的 ）  
第 １ 条  社 会 福 祉 法 人 白 石 市 社 会 福 祉 協 議 会 が 開 設 す る 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

（ 以 下 「 事 業 所 」 と い う 。 ） の 適 正 な 運 営 を 確 保 す る た め に 人 員 及 び 管 理
運 営 に 関 す る 事 項 を 定 め 、要 介 護 状 態 及 び 要 支 援 状 態 に あ る 高 齢 者 に 対 し 、
適 正 な 居 宅 介 護 支 援 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 運 営 の 方 針 ）  
第 ２ 条  事 業 所 の 介 護 支 援 専 門 員 は 、 要 介 護 状 態 等 と な っ た 利 用 者 が 可 能 な

限 り そ の 居 宅 に お い て 、 そ の 有 す る 能 力 に 応 じ 自 立 し た 日 常 生 活 を 営 む こ
と が で き る よ う 配 慮 し た 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 を 作 成 す る も の と す る 。  

２  事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、 関 係 市 町 村 地 域 の 保 健 ・ 医 療 ・ 福 祉 サ ー ビ ス
と の 綿 密 な 連 携 を 図 り 、 総 合 的 か つ 効 率 的 な サ ー ビ ス の 提 供 に 努 め る も の
と す る 。  

  ( 事 業 所 の 名 称 等 ）  
第 ３ 条  事 業 を 行 う 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地 は 次 の と お り と す る 。  
 一  名  称  社 会 福 祉 法 人 白 石 市 社 会 福 祉 協 議 会 居 宅 介 護 支 援 事 業 所  
 二  所 在 地  白 石 市 福 岡 蔵 本 字 茶 園 ６ ２ － １（ 白 石 市 総 合 福 祉 セ ン タ ー 内 ） 
 （ 職 員 の 職 種 、 員 数 、 及 び 職 務 内 容 ）  
第 ４ 条  事 業 所 に 勤 務 す る 職 員 数 、 及 び 職 務 内 容 は 次 の と お り と す る 。  
 一  管 理 者  １ 名  
   管 理 者 は 、 事 業 所 の 従 事 者 の 管 理 及 び 業 務 の 管 理 を 一 元 的 に 行 う 。  
 二  介 護 支 援 専 門 員  ４ 名  
 三  事 務 職 員  １ 名  
   必 要 な 事 務 を 行 う 。  
 （ 営 業 日 及 び 営 業 時 間 ）  
第 ５ 条  事 業 所 の 営 業 日 及 び 営 業 時 間 は 次 の と お り と す る 。  
 一  営 業 日   月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で 、但 し 、土 ･日 曜 日 、祝 日 、年 末 年 始  

を 除 く 日 と す る 。  
 二  営 業 時 間  午 前 8 時 3 0 分 か ら 午 後 5 時 1 5 分 ま で と す る 。  
 （ 居 宅 介 護 支 援 の 内 容 及 び 利 用 料 ）  
第 ６ 条  居 宅 介 護 支 援 の 内 容 は 次 の と お り と し 、 居 宅 介 護 支 援 を 利 用 し た 場

合 の 利 用 料 の 額 は 、 厚 生 大 臣 が 定 め る 基 準 に よ る も の と し 、 当 該 指 定 居 宅
介 護 が 法 定 代 理 受 領 サ ー ビ ス で あ る と き は 、 利 用 者 負 担 は な し と す る 。  

 一  居 宅 支 援 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成  
２  事 業 所 の 介 護 支 援 専 門 員 は 、 居 宅 要 介 護 者 等 が 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 適

切 な 利 用 等 を す る こ と が で き る よ う 、 当 該 要 介 護 者 等 の 依 頼 を 受 け て 、 そ
の 心 身 の 状 況 、 そ の 置 か れ て い る 環 境 、 当 該 要 介 護 者 及 び 家 族 の 希 望 等 を
勘 案 し 、 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 を 作 成 す る と と も に 、 そ の 計 画 に 基 づ く 居 宅 サ
ー ビ ス 等 の 提 供 が 確 保 さ れ る よ う 、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス と の 連 絡 調 整 そ の 他
の 便 宜 の 提 供 を 行 い 、 及 び 当 該 要 介 護 者 が 介 護 保 険 施 設 へ の 入 所 を 要 す る
場 合 に あ っ て は 、 介 護 保 険 施 設 へ の 紹 介 そ の 他 の 便 宜 の 提 供 に 努 め る も の
と す る 。  

３  前 項 の 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 作 成 に あ た っ て は 、 事 業 所 内 の 相 談 コ ー ナ ー 等
で 利 用 者 の 相 談 を 受 け た 上 で 、 利 用 者 の 状 況 に よ り 、 課 題 分 析 を 行 い 、 原
案 を 作 成 す る も の と す る 。   

  ま た 、 事 業 所 内 会 議 等 に お い て サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 を 開 催 し て 内 容 の 検
討 を 行 う ほ か 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 作 成 後 は 、 利 用 者 の 状 況 等 に 随 時 居 宅 を 訪
問 す る こ と に よ り 計 画 の 検 証 、 利 用 者 の 状 況 把 握 に 努 め る も の と す る 。  

 （ 事 故 発 生 時 の 対 応 ）  
第 ７ 条  居 宅 介 護 支 援 事 業 者 は 、 利 用 者 に 対 す る 居 宅 介 護 支 援 の 提 供 に よ り

事 故 が 発 生 し た 場 合 に は 、 速 や か に 市 町 村 、 利 用 者 の 家 族 等 に 連 絡 を 行 う
と と も に 、 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

 （ 通 常 の 事 業 の サ ー ビ ス 地 域 ）  
第 ８ 条  通 常 の 事 業 の 実 施 地 域 は 、 白 石 市 の 区 域 と す る 。  
 （ 虐 待 防 止 等 に 関 す る 事 項 ）  
第 ９ 条  事 業 所 は 、 利 用 者 の 人 権 の 擁 護 ・ 虐 待 防 止 の た め 次 の 措 置 を 講 ず る



も の と す る 。  
 一  虐 待 防 止 の 委 員 会 を 開 催 し 、 虐 待 防 止 責 任 者 を 置 く  
 二  虐 待 を 防 止 す る た め の 従 業 者 に 対 す る 研 修 の 実 施  
 三  利 用 者 及 び そ の 家 族 か ら の 苦 情 処 理 体 制 の 整 備  
 四  そ の 他 虐 待 防 止 の た め に 必 要 な 措 置  
２  事 業 所 は 、 サ ー ビ ス 提 供 中 に 、 当 該 事 業 所 従 業 者 又 は 擁 護 者 （ 利 用 者 の

家 族 等 高 齢 者 を 現 に 擁 護 す る 者 ） に よ る 虐 待 を 受 け た と 思 わ れ る 利 用 者 を
発 見 し た 場 合 は 、 速 や か に 、 こ れ を 市 区 町 村 に 通 報 す る も の と す る 。  

 （ 身 体 拘 束 に 関 す る 事 項 ）  
第 １ ０ 条  利 用 者 又 は 他 の 利 用 者 等 の 生 命 又 は 身 体 を 保 護 す る た め 、 緊 急 や

む を 得 な い 場 合 を 除 き 、 身 体 拘 束 を 行 わ な い も の と す る 。  
２  身 体 的 拘 束 等 を 行 う 場 合 に は 、 そ の 態 様 及 び 時 間 、 そ の 際 の 利 用 者 の 心

身 の 状 況 並 び に 緊 急 や む を 得 な い 理 由 を 記 録 す る も の と す る 。  
 （ 業 務 継 続 計 画 に 関 す る 事 項 ）  
第 １ １ 条  業 務 継 続 計 画 （ Ｂ Ｃ Ｐ ） の 策 定 等 に あ た っ て 、 感 染 症 や 災 害 が 発

生 し た 場 合 で も 、 利 用 者 が 継 続 し て 指 定 居 宅 介 護 支 援 の 提 供 を 受 け ら れ る
よ う 、 業 務 継 続 計 画 に 従 い 必 要 な 研 修 及 び 訓 練 を 実 施 す る も の と す る 。  

 （ そ の 他 運 営 に つ い て の 留 意 事 項 ）  
第 １ ２ 条  事 業 所 は 、 介 護 支 援 専 門 員 の 資 質 向 上 を 図 る た め の 研 修 の 機 会 を

次 の と お り 設 け る も の と し 、 ま た 業 務 体 制 を 整 備 す る 。  
 一  採 用 時 研 修 採 用 後 ２ ヶ 月 以 内  
 二  継 続 研 修 年 １ 回  
２  従 業 者 は 業 務 上 知 り 得 た 利 用 者 又 は そ の 家 族 の 秘 密 を 保 持 す る 。  
３  従 業 者 で あ っ た 者 に 、 業 務 上 知 り 得 た 利 用 者 又 は そ の 家 族 の 秘 密 を 保 持

さ せ る た め ・ 従 業 者 で  な く な っ た 後 に お い て も こ れ ら の 秘 密 を 保 持 す る
べ き 旨 を 、 従 業 者 と の 雇 用 契 約 の 内 容 と す る 。  

４   こ の 規 定 に 定 め る 事 項 の 外 、 運 営 に 関 す る 重 要 事 項 は 社 会 福 祉 法 人 白 石
市 社 会 福 祉 協 議 会 と 事 業 所 の 管 理 者 と の 協 議 に 基 づ い て 定 め る も の と す る 。 

 
附  則  

 こ の 規 程 は 、 平 成 １ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
  附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
  附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ４ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
 
 
 


